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コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
多
く
の
中
小

企
業
が
未
曽
有
の
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
、
緊
急
融
資
な
ど
に
よ
り
当
面
の

資
金
繰
り
を
確
保
し
て
い
る
。
さ
ら

に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
に
起
因
す
る
原

材
料
高
騰
等
の
影
響
も
生
じ
て
い

る
。
事
業
の
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
事

業
者
を
中
心
に
、
早
い
段
階
か
ら
事

業
の
再
構
築
を
検
討
す
べ
き
で
あ

り
、
今
後
中
小
企
業
の
事
業
再
生

ニ
ー
ズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

　

金
融
機
関
は
事
業
の
再
生
見
込
み

を
し
っ
か
り
判
断
し
、い
わ
ゆ
る
「
ゾ

ン
ビ
企
業
の
延
命
」
を
避
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
大
都
市

の
大
企
業
と
地
域
の
中
小
企
業
の
現

場
で
は
「
ゾ
ン
ビ
企
業
と
は
何
か
」

に
目
線
の
差
を
感
じ
る
。
地
域
の
中

小
企
業
を
特
別
視
し
て
は
い
け
な
い

が
、
そ
こ
に
ま
だ
汲
み
取
れ
て
い
な

い
点
が
あ
れ
ば
、
今
後
の
事
業
再
生

の
取
組
み
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

地
域
金
融
機
関
は
す
で
に
コ
ロ
ナ
禍

前
は
死
語
同
然
で
あ
っ
た
事
業
再
生

の
強
化
に
着
手
し
て
お
り
、
地
域
事

業
者
の
再
生
に
は
地
域
金
融
機
関
の

役
割
が
重
大
で
あ
る
。
地
域
事
業
者

の
再
生
、
地
域
経
済
の
維
持
、
地
域

金
融
機
関
の
役
割
は
リ
ン
ク
す
る
面

が
あ
る
。
地
域
金
融
機
関
が
未
曽
有

の
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
地
域
事

業
者
の
事
業
再
生
に
一
層
効
果
的
な

役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
何
が
で
き

る
の
か
。
か
つ
て
経
験
し
た
内
容
を

再
度
議
論
を
し
て
い
る
部
分
も
あ
る

が
、
新
た
な
課
題
も
確
実
に
出
て
い

る
点
を
含
め
本
稿
で
愚
考
し
た
い
。

一�　

地
域
中
小
企
業
の
事
業

再
生
の
現
況

１　
特　
徴

　

地
域
の
中
小
企
業
の
事
業
再
生
に

お
け
る
特
徴
を
挙
げ
る
。

①�

企
業
規
模
が
小
さ
く
企
業
数
が
多

い
。

②�

経
営
者
と
株
主
が
一
体
で
あ
る
オ
ー

ナ
ー
企
業
が
多
い
。

③�

最
大
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
経
営

の
利
害
関
係
者
）
と
も
言
え
る
メ
イ

ン
バ
ン
ク
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
（
メ
イ
ン
バ
ン
ク
ガ
バ

ナ
ン
ス
）。

④�
事
業
者
の
取
引
先
も
金
融
機
関
の
融

資
先
で
あ
る
。
地
域
社
会
に
は
、
多

様
な
事
業
が
必
要
で
あ
る
。
事
業
再

生
は
個
社
ベ
ー
ス
で
進
め
る
が
、
地

域
と
い
う
面
の
視
点
も
重
要
で
あ

る
。

⑤�

事
業
者
は
財
務
・
管
理
会
計
が
不
十

分
で
、
迅
速
、
正
確
な
経
営
状
況
の

把
握
が
し
づ
ら
い
傾
向
が
あ
る
。

⑥�

本
業
の
改
善
、
経
営
組
織
体
制
の
強

化
が
必
要
で
あ
り
、
事
業
お
よ
び
組

織
面
で
改
善
す
べ
き
点
が
多
い
。

⑦�

外
部
専
門
家
（
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

弁
護
士
、
会
計
士
等
）
の
活
用
は
重

要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
域
中
小
企

業
は
、
負
担
で
き
る
手
数
料
水
準
に

限
度
が
あ
り
目
線
が
合
い
づ
ら
い
こ

と
も
あ
る
。

⑧�

企
業
規
模
は
小
さ
い
が
、借
入
先
が
、

メ
ガ
バ
ン
ク
、
地
方
銀
行
、
信
用
金

庫
、
政
府
系
金
融
機
関
等
、
性
格
が

異
な
る
金
融
機
関
が
錯
綜
し
、
関
係

者
調
整
は
難
航
す
る
こ
と
も
あ
る
。

⑨�

経
営
者
の
危
機
感
の
醸
成
が
難
し

い
。
コ
ロ
ナ
前
か
ら
の
業
況
悪
化
要

因
（
自
責
）
と
コ
ロ
ナ
禍
要
因
（
他

合
同
会
社
リ
ン
ク
ア
ン
ド
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン 

代
表
　
高
橋
　
太

転
換
期
に
あ
る
中
小
企
業
の
事
業
再
生
に
対
す
る

地
域
金
融
機
関
の
踏
込
み
と
課
題

論
　
考

論
　
考
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前
号
に
続
き
、
金
融
機
関
に
お
け
る
近
時
の
不
正
・
不
祥
事
の
傾
向
、
お

よ
び
金
融
庁
「
業
界
団
体
と
の
意
見
交
換
会
に
お
い
て
金
融
庁
が
提
起
し
た

主
な
論
点
」
に
お
け
る
「
現
金
着
服
等
の
不
正
発
生
の
未
然
防
止
に
つ
い
て
」

の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
の
不
正
・
不
祥
事
等
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
議
論
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

今
号
掲
載
の
後
半
は
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
下
の
不
正
リ
ス
ク
か
ら
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理
の
捉
え
方
、
ま
た
金
融
機
関
の
業
績
評
価
・

人
事
評
価
を
含
む
企
業
文
化
の
あ
り
方
へ
と
議
論
が
拡
が
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
座
談
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
の
現
に
所
属
す
る
組
織
・

事
務
所
、
ま
た
過
去
に
所
属
し
た
組
織
等
の
意
見
・
見
解
で
は
な
く
、
個
人

の
意
見
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
影
響

と
統
制
環
境
の
変
化

宇
佐
美　
金
融
庁
の
「
主
な
論
点
」

の
４
つ
の
項
目
で
は
、
内
部
統
制
環

境
の
変
化
、
あ
る
い
は
心
理
面
と
い

う
新
し
い
言
葉
が
出
て
き
て
い
ま
す

が
、上
の
３
つ
の
論
点
と
、４
つ
目
の

論
点
が
、少
し
異
な
る
観
点
か
な
と

い
う
気
が
し
た
の
で
す
け
ど
も
…
。

信
森　
そ
の
論
点
は
、
不
正
の
ト
ラ

イ
ア
ン
グ
ル
で
言
え
ば
動
機
や
正
当

化
に
関
連
し
ま
す
。
リ
モ
ー
ト
ワ
ー

ク
な
ど
に
伴
っ
て
統
制
環
境
が
変
化

し
た
、
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
気
づ

く
で
し
ょ
う
が
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク

に
伴
い
在
宅
勤
務
で
別
の
ス
ト
レ
ス

が
た
ま
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は

な
い
の
か
。
ご
家
庭
の
事
情
に
も
よ

る
の
で
、
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
て
よ

い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
正
当

化
の
要
素
に
影
響
す
る
か
も
し
れ
な

い
。リ
モ
ー
ト
環
境
は
、多
様
な
ル
ー

ト
で
影
響
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と

で
す
。

　

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
伴
っ
て
Ｉ
Ｔ

面
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
す
る
こ
と

は
大
事
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
統

制
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
す
り
抜
け

ら
れ
る
可
能
性
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と

コロナ禍と不正・不祥事（下）
̶̶環境変化とコンプライアンス・リスク管理への影響を読み解く

●リモートワークの影響と統制環境の変化
●リモートワーク下の不正リスクへの対応
●コンプライアンス・リスク管理基本方針の理解
　～金融庁の検査の状況
●管理対象としてのコンプライアンス・リスクの捉え方
●企業文化・組織風土と不正発生の関係
●「顧客本位」と「収益」の両立
●人事制度・業績評価のあり方と企業文化
●最後に――金融機関が意識すべきこと

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課
コンダクト企画室長 

信森 毅博
株式会社金融監査コンプライアンス研究所 
代表取締役

宇佐美 豊 （司会）

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 
大手銀行モニタリング室 課長補佐（当時） 

安原 秀岳

有限責任監査法人トーマツ 
マネージングディレクター・弁護士

今野 雅司

座談会
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一�

　
見
直
し
の
概
要
・
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル

　

２
０
２
１
年
４
月
21
日
、「
民
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
お
よ

び
「
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地

所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す
る

法
律
」（
以
下
、「
相
続
土
地
国
庫
帰

属
法
」
と
い
う
）
が
成
立
し
、
同
月

28
日
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。
両
法
律

は
、
相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
こ
と
等

に
よ
り
生
じ
る
所
有
者
不
明
土
地
の

増
加
等
を
解
決
す
べ
く
、
所
有
者
不

明
土
地
の
「
発
生
の
予
防
」
と
「
利

用
の
円
滑
化
」
の
観
点
か
ら
、
総
合

的
な
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る

（
以
下
、
民
法
・
不
動
産
登
記
法
の

改
正
お
よ
び
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法

の
創
設
に
つ
い
て
併
せ
て「
本
改
正
」

と
い
う
）。

　

本
改
正
は
、
２
０
２
３
年
４
月
よ

り
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る（
な
お
、

①
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化
関
係

に
関
す
る
改
正
は
２
０
２
４
年
４
月

以
降
、
②
住
所
等
変
更
登
記
の
申
請

の
義
務
化
関
係
の
改
正
に
つ
い
て
は

２
０
２
６
年
４
月
ま
で
に
施
行
予

定
）。

　

本
改
正
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

も
の
の
、
以
下
、
内
容
を
概
観
し
つ

つ
、
銀
行
実
務
へ
の
影
響
が
想
定
さ

れ
得
る
点
を
解
説
す
る
（
注
１
）。

二�

　
課
題
等
お
よ
び
政
府
の

解
決
に
向
け
て
の
方
針

　

近
時
、
相
続
登
記
が
な
さ
れ
な
い

こ
と
等
に
よ
り
所
有
者
不
明
土
地

（
①
不
動
産
登
記
簿
に
よ
り
所
有
者

が
直
ち
に
判
明
し
な
い
土
地
、
②
所

有
者
が
判
明
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
所
在
が
不
明
で
連
絡
が
つ
か
な
い

土
地
）
が
発
生
し
て
い
る
。

　

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
相
続
登
記

の
申
請
は
義
務
で
は
な
く
、
申
請
を

し
な
く
て
も
特
段
不
利
益
を
被
る
こ

と
が
な
い
点
、
遺
産
分
割
を
し
な
い

ま
ま
相
続
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で

土
地
共
有
者
が
ね
ず
み
算
式
に
増
加

し
て
い
る
点
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注

２
）。

　

そ
し
て
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発

生
に
よ
り
、
現
在
の
土
地
所
有
者
の

探
索
に
多
大
な
時
間
と
費
用
が
か

か
っ
て
お
り
、
公
共
事
業
や
民
間
取

引
が
阻
害
さ
れ
、
結
果
と
し
て
土
地

の
利
活
用
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
問

題
が
発
生
し
て
い
る
。
当
該
課
題
を

解
決
す
る
べ
く
、
所
有
者
不
明
土
地

の
「
発
生
防
止
」、
ま
た
、
す
で
に

発
生
し
て
い
る
所
有
者
不
明
土
地
の

「
利
用
の
円
滑
化
」
を
図
る
た
め
本

改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
た

　
　

民
事
基
本
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
民
法
・
不
動
産
登
記
法
改
正
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
）

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
た

　
　

民
事
基
本
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
民
法
・
不
動
産
登
記
法
改
正
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
）

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
た

　
　

民
事
基
本
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
民
法
・
不
動
産
登
記
法
改
正
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
）

三
井
住
友
銀
行
総
務
部
法
務
室
弁
護
士

鹿
浦
大
観

今　月　の　解　説
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は
じ
め
に

　

本
誌
発
行
時
は
、
９
月
末
ま
た
は

10
月
初
旬
な
ど
の
基
準
日
に
沿
っ

て
、
上
期
中
の
実
績
に
対
す
る
人
事

考
課
が
な
さ
れ
る
頃
と
見
込
む
。
た

だ
で
さ
え
事
務
量
が
嵩
む
上
半
期
末

を
挟
み
、
考
課
実
務
へ
の
負
担
感
を

覚
え
て
い
る
考
課
者
も
少
な
く
な
い

こ
と
だ
ろ
う
。

　

人
事
部
門
か
ら
は
、
管
理
監
督
職

へ
昇
級
・
昇
格
し
た
該
当
者
等
に
対

し
、
考
課
方
法
の
指
導
が
な
さ
れ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
全
考
課
者

に
対
し
、
ハ
ロ
ー
効
果
・
中
心
化
傾

向
・
寛
大
化
傾
向
・
期
末
誤
差
な
ど

の
注
意
喚
起
も
恒
常
的
に
な
さ
れ
る

姿
が
平
均
的
だ
。
そ
の
一
方
で
、
考

課
に
ま
つ
わ
る
法
令
や
判
例
の
解
説

は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
考
え

る
た
め
、
各
金
融
機
関
で
の
考
課
実

施
時
に
参
考
と
さ
れ
た
い
。

１
　
人
事
考
課
の
運
用
実
態

　

も
ち
ろ
ん
事
業
規
模
な
ど
に
よ
り

異
な
る
も
の
の
、
相
当
数
の
店
舗
な

ど
を
擁
す
る
平
均
的
な
金
融
機
関
で

の
人
事
制
度
は
、
複
数
の
職
制
で

各
々
の
職
能
資
格
制
度
を
並
行
に
運

営
さ
せ
る〟

複
線
型
〟
が
一
般
的
だ

（
次
頁
図
表
１
）。直
接
雇
用
の
行
員
・

職
員
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
属

し
、
各
々
の
職
制
内
で
の
昇
級
昇
格

や
賞
与
配
分
の
た
め
、「
直
属
の
管

理
監
督
者
＋
部
門
長
」
等
に
よ
る 

〟

階
段
式
〟の
人
事
考
課
が
年
２
～

４
回
程
度
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
筆
者
に
寄
せ
ら
れ
た
相

談
で
は
、
①
「
１
～
５
」
の
整
数
の

絶
対
評
価
の
う
ち
「
３
」
が
全
体
の

９
割
超
な
ど
の
極
端
な
中
心
化
傾

向
、
②
考
課
者
か
ら
被
考
課
者
に
対

す
る
制
度
・
結
果
等
の
還
元
不
十
分
、

が
数
多
く
み
ら
れ
た
。
地
域
・
規
模
・

時
季
な
ど
を
問
わ
ず
幅
広
く
み
ら
れ

る
動
向
の
た
め
、
同
様
の
課
題
の
蔓

延
や
長
期
化
に
よ
る
問
題
意
識
の
希

薄
化
な
ど
が
疑
わ
れ
よ
う
。

２
　
法
令
上
の
規
制
内
容
等

⑴
　
降
格
降
職
・
賞
与
と
人
事
考
課

　

長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
下
の
労
働
契

約
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
使

用
者
が
、
労
働
者
を
特
定
の
職
務
や

コンプライアンスチェック

営業店法務の落とし穴

オペレーショナル・デザイナー（沼津信用金庫 参与）　佐々木 城夛

人事考課実施時の留意事項
　～多くの労働争議が進行中という
　　　　　　　実情にも留意すべき～

特 別 編


